
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関名

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報の有無

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続き等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

-

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　国分寺市戸倉1-6-1

内容

【国民投票】投票人名簿データファイル

国分寺市選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

日本国憲法の改正手続に関する法律に基づく投票人名簿の調製及び登録者
情報の管理のため

①満18歳以上の日本国民のうち，国民投票の行われる日の50日前にあた
る日（登録基準日）に当市の住民基本台帳に記録されている者
1氏名，2住所，3生年月日，4性別，5DV等被害者支援措置情報，6世帯情
報，7転入届出日，8転出異動日又は転出予定日，9投票の有無
②満18歳以上の日本国民のうち，登録基準日の翌日から起算して14日以内
に当市の住民基本台帳に記録された者で，かつ登録基準日時点でいずれの
自治体の住民基本台帳にも記録されていない者
1氏名，2住所，3本籍，4生年月日，5性別，6DV等被害者支援措置情報，7
世帯情報，8転入届出日，9転出異動日又は転出予定日，10投票の有無

①満18歳以上の日本国民のうち，国民投票の行われる日の50日前にあた
る日（登録基準日）に当市の住民基本台帳に記録されている者　②満18歳以
上の日本国民のうち，登録基準日の翌日から起算して14日以内に当市の住
民基本台帳に記録された者で，かつ登録基準日時点でいずれの自治体の住
民基本台帳にも記録されていない者

住基情報（市民課），DV等支援措置情報（市民課），他自治体

含まない

電算処理業務委託会社，登録状況の照会のあった他自治体の選挙管理委員
会，当市から登録状況の照会をする必要のある他自治体の選挙管理委員会
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